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開会 午後３時００分 

 

それでは、ただいまから草津市教育委員会１０月定例会を

始めます。 

議事に入ります。 

 

―――――日程第１――――― 

 

日程第１「会期の決定」についてでございますが、本日１

日限りといたしたいと思いますが、御異議ございませんでし

ょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようですので、１０月定例会は本日１日限りと

いたします。 

 

―――――日程第２――――― 

 

次に日程第２「９月定例会会議録の承認」についてでござ

いますが、あらかじめ事務局から配付され、熟読されたと思

いますが御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、９月定例会会議録は承

認されたものと認めます。 

 

―――――日程第３――――― 

 

次に日程第３「教育長報告」に移ります。 

それでは、はじめに私から御報告をさせていただきたいと

思います。 

新型コロナウイルス感染症に係る市内小中学校の児童生徒

への感染状況でございますが、１０月１日から２５日までに

４名の児童生徒の陽性が確認をされております。３校で４学



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年が学年閉鎖の措置をとられました。緊急事態宣言の解除後

は落ち着いた状況が続いておりますが、急な天候の変化など

で体調管理が難しくなってきている子どもたちもいるかと思

いますので、引き続き警戒感を緩めることなく、教育活動を

継続して参りたいと考えております。 

こうした中、各小中学校の運動会、体育祭につきまして

は、一部に中止や延期があったものの、実施方法の変更など

感染症対策をとりながら開催されております。また、修学旅

行や校外学習につきましても、行き先や日程を工夫しながら

今後、順次実施予定という報告をいただいております。子ど

もたちにとっては、学校生活における大切な行事の１つでご

ざいます。以前と同じとはいかないものの、このように開催

ができたという報告は大変うれしく感じているところでござ

います。 

次に、草津市美術展覧会についてでございます。 

去る１０月９日から１３日の会期で草津市美術展覧会を開

催し、初日に行った表彰式に私も出席をして参りました。今

年度は、会場を市民総合交流センターキラリエ草津の５階、

６階に移しての開催ということで、多くの方が楽しみに来て

いただいておりました。開催までに新型コロナウイルス感染

症による緊急事態宣言の影響で日程の変更、また、会期の短

縮を余儀なくされましたが、イラスト部門の試験的導入や草

津市美術展覧会に初めて出展された方を対象とする市展デビ

ュー賞の新設など新たな試みを行いながら、合計２８１点の

作品を展示し、例年よりも多い１４５５人もの来場者の方々

にお越しいただくことができました。なお、引き続き、現在

も同じ会場で青少年美術展覧会も開催されております。本市

の公立私立の就学前施設および小中学校に通う幼児、園児、

児童生徒を対象にした、図工、美術、書写作品の発表の場と

して現在開催しております。１０月２８日木曜日までの開催

となってございますので、是非、御来場いただければと思っ

ております。 

次に、草津市いじめ問題対策連絡協議会についてでござい

ます。 

去る１０月１２日に令和３年度の第１回草津市いじめ問題

対策連絡協議会へ出席をして参りました。草津市立小中学校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のいじめの状況と分析および草津市のいじめ防止の取組につ

いて、関係機関より出席いただいた委員の皆様から御意見を

いただきました。また、関係機関の取組をそれぞれ御紹介い

ただくことにより、いじめ防止に関係する機関団体の連携を

より一層図るとともに、それぞれの立場での協議をいたした

ところでございます。それぞれいただいた御意見につきまし

ては、これからのいじめ根絶に向けた学校現場での取組に活

かして参りますとともに、いじめの芽はないかという視点を

持って、子どもたちの様子を引き続き注意深く見守り、指導

するなど、いじめ根絶に向けて取り組んで参りたいと考えて

おります。 

次に、草津市スポーツ大賞の表彰についてでございます。 

１０月１３日には東京２０２０パラリンピックトライアス

ロンで見事、銀メダルを獲得された草津市在住の宇田秀生選

手に対して、草津市民スポーツ大賞栄誉賞を授与いたしまし

た。本市在住のパラリンピック出場選手として、堂々たる競

技内容であり、非常に大きな感動をいただいたことをお伝え

いたしました。また、１０月１８日は、同じく東京２０２０

オリンピック競泳女子４００ｍ個人メドレーと２００ｍ個人

メドレーで見事、金メダルを獲得された大橋悠依選手に対し

て、母校である草津東高等学校において、在校生の祝福とと

もに、草津市民スポーツ大賞最高栄誉賞を授与いたしまし

た。当日は、大橋選手のこれまでの努力が結実した偉業に深

い敬意を表するとともに、今後のさらなる御活躍を期待申し

上げました。そして昨日は、第１０５回日本陸上競技選手権

大会の女子４００ｍハードルで見事優勝された市内在住の山

本亜美選手に草津市民スポーツ大賞をお贈りしたところでご

ざいます。このようにオリンピック・パラリンピック東京大

会、また、このスポーツ大賞の表彰などを通じて、スポーツ

や運動好きの子どもたちが増えることを期待していくととも

に、教育委員会としてもスポーツ推進に継続して取り組んで

参りたいと考えております。宇田選手、大橋選手におかれて

は３年後のパリ大会での御活躍、そして山本選手にはパリ大

会の出場を大いに期待しているところでございます。 

次に、１０月１４日に大津市長と大津市教育委員会教育長

が学習者用端末の活用状況について、本市へ視察にお越しに



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なられました。視察会場は老上小学校で、２年生から６年生

までの計１０クラスにおいて、タブレットを活用した授業が

行われまして、視察でお越しになられた皆様とともに私も授

業の参観をいたしたところでございます。授業ではＴｅａｍ

ｓで配布された資料をもとに、自分の考えを記述するなどの

活用がされており、児童はタブレットの扱いにも慣れている

様子で、３年生でもキーボードやタッチなどによる入力で自

分の考えを表現することができていました。大津市長や教育

長からも様々な御質問いただきました。老上小学校や市教委

としての取組状況も紹介をさせていただいたところでござい

ます。 

１０月１５日には、湖南４市の教育長との懇談会に出席を

させていただきました。 

会議では新型コロナウイルスなどの非常事態への対応、ま

た、全国学力状況調査結果、教職員の育成など、各市が抱え

ます様々な課題について連携を図っていくための情報交換を

させていただきました。今後も引き続き、近隣の市と相互の

情報共有、連携を図りながら教育行政の推進に進めて参りた

いと考えております。 

次に、１０月１５日には草津市第二学校給食センターの工

事が竣工いたしまして、施工業者から引き渡しを受けたとこ

ろでございます。現在、来年１月からの中学校給食の開始に

向けまして、調理器具の搬入等の準備作業を進めているとこ

ろでございます。今後、調理を委託している業者と連携を密

にしながら、中学生の皆さんに安全で温かくおいしい給食を

提供できるように努めて参りたいと考えております。 

最後になりますが、委員の皆さんにも御参加いただきまし

た総合教育会議でございます。 

１０月１９日に「緊急事態宣言発令期間のオンライン授業

の実施について」、そして「地域社会の希望となる子どもの育

成」の２つのテーマで、第１回草津市総合教育会議を開催い

たしました。特に２つ目のテーマにつきましては、市長から

も、ＥＳＤ教育の推進に大変力強いお言葉をいただいたとこ

ろでございます。市と教育委員会が今後の目標にすべき方向

性を共有し、連携して教育行政を推進していくための足がか

りとすることができたと感じております。委員の皆様から
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も、大変貴重な御意見を数々いただきましたので、それぞれ

いただいた御意見を踏まえまして、実現に向けてさらに取り

組んで参りたいと思っております。 

以上で私からの報告を終わらせていただきます。 

それでは引き続きまして委員の皆様の方から、１０月にご

ざいました教育全般に関する事項で御意見、御感想などを伺

いたいと思います。 

 

私からは２点の話をしたいと思います。 

民俗芸能大会というものに近畿、東海、北陸ブロックから

大阪、和歌山、三重、愛知、福井、滋賀が参加して行われま

した。滋賀の代表として、草津市志那町のサンヤレ踊りが選

ばれました。開催は１１月７日に和歌山で行われますが、コ

ロナの影響で草津についてはＶＴＲ参加になりました。その

ために２か月前から練習をされておられました。このサンヤ

レ踊りは、近年、国指定重要民俗文化財に認定されておりま

す。地域の伝統を継承していくのは大変難しい時代になって

いると思っています。本来は、５月３日に中高生を中心に地

域の神社に奉納されます。この祭りに参加できるのは、今ま

で男性と限られていましたが、２、３年前より女性も参加が

できるようになったということで地域の方が考えられて、女

性も参加するようになりました。そのパンフレットの写真に

は女性の姿が多々写っており、ポスターとしても採用されて

おりましたので、そういった漸進的な考え方が増えてきたと

いうことでお知らせします。また、１１月に向けて週末に練

習をしており、２４日に草津市からビデオを取りに来ていた

だきましたが、中高生は受験勉強であまり参加できないとい

うことで、ピンチヒッターで父親や祖父が参加して３世代で

奉納したということです。微笑ましい姿を提供していただけ

たということも地域にとっては非常に良いことだと思ってお

ります。本当に継承が難しいですが、今後も草津市の指導の

もと継承されてほしいと思いました。 

先ほど、教育長さんからお話があったように第５９回草津

市青少年美術展覧会は私も毎年楽しみにしながら見させてい

ただいております。子どもたちの力作がずらりと並んでお

り、多くの親子連れも見られました。お父さんの見学姿を最
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近は多く見るようになり、作品の前で写真を撮るという微笑

ましい姿を何ヶ所か見させていただきました。ここからは勝

手な感想になりますが、図工・美術の展示と書写の展示の２

部制になっておりました。図工・美術の展示は、各校の出展

数が限られていたのか少ないように感じました。全校出展さ

れていると思いますが、一定の学校が多く、かつてここでや

られていた迫力は感じられませんでした。また、作品自体を

拝見していましたが、コロナの影響で図工に力を入れる時間

がないように作品展からも感じさせていただきました。一

方、書写作品の方は大変見応えがございました。こちらは、

図工とは違い時間をかけなくても作品を作ることが可能で、

また、専科も入っておりますので力を入れやすいかと思いま

した。そこで、各学年に合った取組を感じさせていただきま

した。特に毛筆作品では、象形文字であったり、筆ではなく

段ボールで書いたり、蝋を使って白黒反転させたりという

様々な工夫が見られ、楽しんで見ることができる構成になっ

ていました。入ったところに説明書きで、「子どもたちが楽し

んでいきいき、のびのびと書いています」と紹介しています

が、あるお父さんの感想で「綺麗に整って書いてある」と言

っておられ、やはり大人はそういった目で見ているのだろう

と思いました。そういった字にも賞はつきますが、楽しんで

いる子どもたちの姿が想像できる私は大変良い展覧会だった

と感じさせていただきました。 

以上です。 

 

私からは、いくつか参加した催しなどがありましたのでそ

ちらについて報告します。 

今、稲垣委員もおっしゃられた青少年美術展覧会と少し前

にありました美術展覧会の両方を拝見しに行きました。 

草津市美術展覧会の方は子どもと見に行きましたが、どの

絵が気になったか、どういった点が気に入ったのかなど、親

子で話をして交流する機会にもなりましたので非常に良い展

覧会だと思いました。青少年美術展覧会の方は１人で見に行

きましたが、小学校や中学校、特別支援教室の子どもたちの

書道や作品など、多様な表現を目にすることができてよかっ

たです。低学年の子でも大変鮮やかな色合いで絵を描いてお



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

られ、学年が大きくなるにつれて、細かい描写や世界観の思

考が少し見え隠れするような作品もありましたので、子ども

と一緒に訪れて作品を拝見して、意見交換をしたいと感じま

した。 

次に、草津宿本陣で開催されている各展示も拝見して参り

ました。いくつかの展示が同時にされておりまして、その中

でも可愛らしいかっぱのイラストとともに伝承を紙芝居で紹

介しているコーナーがありました。子どもも非常に楽しんで

その内容を読んでおりました。自分はそこまで歴史に詳しい

わけでもないですが、当時の浮世絵とともに、滋賀に伝わる

怪物退治の伝承など、大変興味深い内容が展示されており、

より多くの方々に来場していただきたいと感じました。ここ

で１つ気になったことがあります。草津宿本陣に行ったとき

に、外からイベントをしていることがわかりませんでした。

私が気づかなかっただけかもしれないですが、中に入らない

と展示をやっていることがわからなかったように感じまし

た。普段から何気なく通っている人もイベントをやっている

とわかるようになれば来場者の方も増えるのではないかと思

った次第です。 

次に、草津市のホームページのカレンダーにも載っている

イベントでイオンモール草津にて開催されていたＢＩＷＡＲ

Ｔというイベントに参加してきました。こちらは、子ども、

大人に関わらず参加できる体験型のイベントや非常に大きい

凧の展示、ＳＤＧｓに関する資料も置いてあり、イオンモー

ル草津の中だけで非常に多くのイベントが体験、観覧できる

良いイベントだと思います。また、あおばな染めのイベント

があり、そこではあおばな染めの染料でお守りを染めて自分

で作るというものでした。作る過程であおばなに関するクイ

ズを前にいる人が出して、それに子どもたちが答えるという

形になっており、楽しいイベントを通して草津の特色を子ど

もも大人も含めて学べる機会なので、ますます増えていって

ほしいと参加して思った次第です。 

次に、びわ湖の日が４０周年を今年に迎えたということで

龍谷大学さんが琵琶湖の１００地点の環境ＤＮＡを調査する

「びわ湖の日チャレンジ！みんなで水を汲んでどんな魚がい

るか調べよう!」というウェブから無料で申し込める講座が先



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日ありましたので受講してみました。そもそも環境ＤＮＡ調

査という言葉自体は聞いたことはありましたが、詳しいこと

は知らなかったので、詳しい説明があり大変有意義な時間だ

と思います。内容は、コップ１杯の水を各地点から汲んでき

てその中に含まれているＤＮＡを調査した結果、外来種がど

れだけの範囲に生息域を広めているのかであったり、固有種

が特定の地点にしか生息していなかったりと最新の研究結果

を申し込めばいつでも、視聴できるようになっておりますの

で、さらにいろいろな人が知った上で、家庭で気軽に見てい

ただいて、生態系の保護などを大人の方と一緒に話す機会に

つながってほしいと感じました。 

最後に子どもたちの運動会について、小学生の方の運動会

は中止になりましたが、その替わりに体育参観という形で、

平日の体育の時間に子どもがダンスを踊り、それを保護者の

方がその時間だけ見に来る形になり、開催されました。今

は、新型コロナウイルスの感染状況が少し落ち着いています

が、感染拡大がいつ起こるかわからない状況ではあるので、

そういった形で何とか保護者の方が子どもたちの学校のみん

なと協力して練習してきた成果が見られる機会を作っていた

だけたことに大変感謝したいと思っています。小学校の方は

明日が体育参観なので、今から非常に楽しみにしています

が、気になる点として平日に開催することです。やはり共働

きされている保護者の方には時間の都合をつけにくい方もい

るのではないかと心配しています。極端な提案ですが、安全

面を優先的に考えた上でできるようであれば、例えば、学校

でドローンのプログラミングの授業をしているので、そのド

ローンを使って空撮してそのアーカイブを保護者に配信する

など、ＩＣＴに長けた草津市だからこそ、こういった取組が

出てくると面白いと感じました。こども園の方では、運動会

の時間を短縮する、来場者の数を制限する、学年によって実

施する時間を変えて保護者に来てもらうといった工夫をする

ことで運動会の開催ができていました。子どもたちも元気に

楽しんで、保護者の前で練習の成果を発揮できていて満足し

ていたのでよかったと思います。無事に開催できたこともで

すが、今後もできることならコロナの感染拡大に関係なく、

子どもたちが学校生活を楽しめるようになってほしいと感じ
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た次第でした。 

私から報告は以上になります。 

 

美術の話になりますが、草津市美術展覧会と草津市青少年

美術展覧会を拝見させていただきました。 

はじめに思ったことは、やはり多くのスタッフの皆様に支

えられてこのイベントが開催できているということを強く感

じました。感謝申し上げたいと思います。 

草津市美術展覧会の方です。写真の応募は毎年非常に多い

ので、イラストも募集していることをお伝えできれば、応募

者も増えるのではないかと思います。気軽にお越しいただけ

る環境が整えば良いのかと思いました。日本画となるとハー

ドルが高いという方もおられると思いますので、イラストで

皆さんの美術の作品を展示していただくことでもう少し可能

性を検討しても良いのかと思いました。 

その次に、青少年美術展覧会の方を拝見させていただきま

した。思ったことは、幼稚園や保育所、認定こども園の幼児

も出品されておられて、非常によかったと思います。指導時

間など様々なことが減少しているという状況であると思いま

すが、子どもたちの未来を感じることができて非常に良い機

会だったと思います。 

今年からキラリエで開催されているというところで、良い

点と言えば良い点ですが、今回は選挙があるので、選挙つい

でに見てくださった方がいたのかもしれないと思いました。

しかし、考えるべきことは、まちづくりの交流の場も５階に

ありますが、美術展や市展に来られた方々がまちづくりのと

ころに行くわけでもないので、どのように回遊性を高めてい

くかをコミュニティ事業団の理事をしておりますので、理事

と教育委員の両方の面からみていました。今後、どのように

キラリエの中の連携を図っていくのかというところで、いろ

いろなことができるのではないかと思いました。 

次に、「かっぱと○○（まるまる）展」を拝見させいただき

ました。本陣の館長さんや学芸員さんに解説いただいて、非

常にありがたかったです。草津で有名なかっぱの話に因んで

展示されていて、展示されたものはアーカイブされるのかと

お話していました。作られたものが紙で作られたというとこ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろで、どのように残されていくのかと非常に興味を持ちまし

た。非常に楽しいものでしたが、小さい子たちがあまり来て

いるわけでもないので、どのようにして来てもらうかとお聞

きしたところ、今のところ考えていなかったということでし

た。そこで提案させていただいたことは、学芸員さんが動画

等を撮っていただいて、それを保育園や幼稚園、こども園な

どでお話していただく機会やＹｏｕＴｕｂｅに配信すること

も良いと思います。なぜ、そのようなことを言うかといいま

すと、今、本学で私の担当する授業の１つで、本陣さん等に

お世話になっており、ボランティア活動を含めて若い人たち

に興味を持っていただこうと授業の中で取組をしておりま

す。 

また、コロナ禍で草津川跡地公園に非常に多くの子ども連

れの方や様々な方が来られていると思います。その方々に本

陣に来ていただけないかという話が議会を含めて御要望があ

るという話でした。草津川跡地公園の仕事もさせていただて

いるので、わかっていることではあるのですが、草津川跡地

公園に来る方は子どもに開放された場所で自然にのびのびと

走り回らせてあげたい親御さんなど、様々な方がおられまし

た。そういった中では本陣が馴染めないと私自身は思いま

す。と言うのは、特に文化施設では子どもたちが騒ぐと迷惑

というイメージを持たれていると思いますので、文化施設の

敷居を低くしても良いかと思いました。本陣に来ていただく

ということを考えるのも重要ですが本陣の方から、そういう

場所に出ていく逆のパターンもあって良いと思います。どう

しても来てもらうことが、頭の中に浮かびますが、その前に

本陣の本当の歴史、草津の歴史文化に興味を持っていただく

ために、出ていくということができれば、より文化芸術や子

どもたちの運動なども含めて、様々な連携ができるのかと思

って聞いておりました。 

これで話は終わりますが、かっぱの話は非常によかったで

す。アーカイブ等も含めてというお願いをしておりますの

で、是非、前向きに考えていただきたいと思っております。

また、学芸員さんがいろいろ考えられて、素晴らしいことを

されているので、感謝申し上げたいと思います。 

以上です。 
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１つ目は、スポーツ大賞のことで、宇田選手や山本選手と

仲良くさせていただいているので、草津市民でスポーツ大賞

を市から表彰していただけるということは大変うれしく思っ

ています。私も先ほどの話を聞くと３回もスポーツ大賞をい

ただいているということですが、おそらく国体関係が多かっ

たと思っております。陸上競技の選手権などで表彰をしてい

ただけるということが、今まであまりなかったのではないか

と思います。草津で他の競技でも活躍されている方がおそら

く何人もいらっしゃると思いますので、これからは少し幅を

広げて、市民の皆様に知っていただく機会にしてもらえると

嬉しいです。 

もう１つは、昨日、大津の方の小学校へ訪問に行かせてい

ただきました。 

緊急事態宣言も解除されて講話やスポーツ授業などに呼ん

でいただく機会が私自身も増えて、１２月には老上小学校と

矢倉小学校にも行かせていただくことになりました。昨日、

校長先生とお話をさせてもらったときに、コロナ等で準備は

大変ですが、やはり子どもたちにとってもイベントの開催が

できるということは非常に嬉しいことだとお話しされていま

した。また、授業だけではなく、何かイベントがあることで

子どもたちに変化があるので、大変嬉しいことだとおっしゃ

っていました。本来であれば、秋は多くのイベントが開催さ

れる季節でもあるので、イベントの機会を作っていただける

と嬉しいと思います。 

また、放課後デイサービスへ訪問させていくいただく機会

があり、放課後デイサービスは、おそらく教育委員会の管轄

ではないと思いますが、先ほどの不登校のフリースクールの

話で、学校と家庭とは別の場所があるというところで共通し

ている部分があると思います。保護者も子どもたちも第３の

場所があることで、保護者の方であれば負担や不安を軽減で

きるということをおっしゃっていました。今回は授業料の支

援で先ほどお話がありましたが、不登校の方も少し増えてい

るという話もあったので、内容も含めて、引き続き、充実し

たものをつくっていただけると嬉しいと思いました。 

最後に先日、総合教育会議に参加させていただいて、大変

勉強になりました。ＥＳＤをどのように広めるかというとこ
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各委員 

ろで、ホームページだけではなく、いろいろなメディアを使

って広める必要があるというお話があったと思いますが、最

終的には、学校で何をやっているか知るところはホームペー

ジになるのかと思います。この件とは別で、いろいろな小学

校のホームページを拝見させていただく機会があり、学校に

よって見やすさなどが違うと感じました。ＥＳＤを進めてい

くに当たり、活動報告はおそらくホームページがメインにな

ると思います。実際にＥＳＤをやること自体がかなり学校の

先生の時間を割いてもらう部分になると思うので、例えば、

草津市でホームページのフォーマットを統一して、見やすさ

や手間などを省くことができれば、どちらにとっても良いこ

とになると感じた次第です。 

以上になります。 

 

総合教育会議ではいろいろと御意見をいただき、また、他

部署にわたることもございました。それをしっかり受けと

め、今後、他部署を含めて、改善しながら取り組ませていた

だきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いし

ます。 

 

―――――日程第４――――― 

 

それでは、次に日程第４「付議事項」に移りたいと思いま

す。 

はじめに、議第４６号は人事案件でございますので、会議

を公開しないこととすべきであると考えてございます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項

では、教育委員会の会議は公開する。ただし、人事に関する

事件、その他の事件について、教育長または委員の発議によ

り、出席者の３分の２以上の多数で議決したときは、これを

公開しないことができるとなっておりますので、この規定に

基づいてお諮りしたいと思います。 

お諮りいたします。議第４６号を公開しないとすることに

ついて、御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 
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異議なしと認めます。 

よって議第４６号につきましては、公開しないことといた

します。こちらの議案につきましては、報告事項の終了後に

審議を行うことといたします。 

それでは「議第４４号草津市立幼稚園規則の一部を改正す

る規則案」および「議第４５号草津市立幼稚園における預か

り保育の実施に関する規則の一部を改正する規則案につい

て」関連する議案でございますので、一括して審議をいたし

ます。事務局の説明を求めます。 

 

それでは付議事項のうち、議第４４号および議第４５号に

ついては、関連する議案でございますので、併せて幼児課の

山際から御説明させていただきます。 

１つ目の議第４４号草津市立幼稚園規則の一部を改正する

規則案につきましては、議案書の３ページから４ページで規

則の改正、５ページから１１ページは改正内容の新旧対照表

となっております。本市におきましては、草津市幼保一体化

推進計画に基づきまして、公立幼稚園の認定こども園化を進

めております。 

先の８月定例会におきまして、草津立市立幼稚園条例の一

部を改正する条例について御審議をいただき、令和４年４月

１日から矢倉幼稚園を矢倉こども園として開園するに当た

り、園名の変更および定数の改正を行うことについて、御承

認をいただいたところでございます。今回はこの条例改正に

関連する規則の一部を改正するものでございます。 

それでは恐れ入りますが、５ページの新旧対照表を御覧く

ださい。 

第２条の表中右側の規則でございますが、矢倉幼稚園を左

側の規則の矢倉こども園に名称を変更するとともに、新たに

３歳児を受け入れ定数を３０人とします。また、４歳および

５歳をそれぞれ３５人に変更するものでございます。併せて

入園に係る諸様式について、様式の名称等の変更を行うもの

でございます。なお、施行期日は令和４年４月１日でござい

ます。 

以上、誠に簡単ではございますが、議第４４号の御説明と
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松嶋委員 

 

 

 

幼児課長 

 

 

 

 

させていただきます。 

続きまして、議第４５号草津市立幼稚園における預かり保

育の実施に関する規則の一部を改正する規則案について御説

明させていただきます。議案書の１３ページから１４ページ

で規則の改正、１５ページから２０ページは改正内容の新旧

対照表となってございます。 

先ほど、御説明をさせていただきました議第４４号の規則

改正とも関連いたしますが、本市におきましては、公立幼稚

園の認定こども園への移行に備えて、預かり保育を実施して

いるところでございます。 

恐れ入りますが１５ページの新旧対照表を御覧ください。 

第２条の預かり保育実施施設について、引用条文の整理お

よび、第８号における矢倉幼稚園を矢倉こども園に変更する

ものでございます。また、市立幼稚園がすべて幼稚園型認定

こども園に移行することに伴いまして、土曜日についてすべ

ての施設で預かり保育をすることになりますことから、第４

条の預かり保育の実施日の規定について変更するものでござ

います。それと併せまして預かり保育の利用関係様式にかか

る名称等の変更を行うものでございます。なお、施行期日に

つきましては、令和４年４月１日でございます。 

以上、誠に簡単ではございますが、議第４５号の御説明と

させていただきます。各議案につきまして、御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

ただいまの説明につきまして、何か御意見、御質問ござい

ましたらよろしくお願い。 

 

願書などで判子を押すところがなくなっており、私もなく

しても良いと思いますが、これは市役所全体でも判子を押す

手続きをなくしていく取組の一環ですか。 

 

国の方ではデジタル化の推進ということで進められており

まして、市全体でも昨年度一斉に全庁的な見直しを行いまし

た。その流れで、今回の様式でも押印の欄を消しておりま

す。 
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ほかは大丈夫でしょうか。 

では、ほかに御質問はございませんので、本件つきまし

て、御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございますので、議第４４号および議第

４５号は原案どおり可決されたものと認めます。 

次に、「議第４７号草津市学校給食センター設置条例の一部

を改正する条例の施行期日を定める規則案」、「議第４８号草

津市学校給食センター設置条例施行規則等の一部を改正する

規則案」、「議第４９号草津市学校給食センター管理運営規程

の一部を改正する訓令」について関連する議案でございます

ので、一括して審議をいたします。事務局の説明を求めま

す。 

 

教育総務課の馬場でございます。議第４７号から議第４９号

まで、関連する議案でございますので一括して御説明を申し上

げます。 

議案書は３ページからでございます。 

これらの議案につきましては、草津市第二学校給食センター

の業務開始による１１月１日付の組織改編および人事異動に

伴うものであり、その内示が１０月２７日にございましたこと

から、通常の議案発送に間に合わず追加議案としたものでござ

います。 

４ページを御覧下さい。 

議第４７号草津市学校給食センター設置条例の一部を改正

する条例の施行期日を定める規則でございます。草津市学校給

食センター設置条例の一部を改正する条例につきましては、先

に６月定例市議会に提案、可決いただき、草津市第二学校給食

センターを条例に位置づけたものでございますが、条例の施行

期日は公布日である７月８日から６か月を超えない範囲で教

育委員会規則を定めるとなっておりますことから、第二学校給

食センターの業務開始に併せ、本規則により施行期日を１１月

１日と定めるものでございます。 

続きまして６ページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第４８号草津市学校給食センター設置条例施行規則等の

一部を改正する規則でございます。本規則により改正する規則

は３つございまして、第１条として草津市学校給食センター設

置条例施行規則の一部改正、第２条として草津市教育委員会公

印規則の一部改正、第３条として草津市教育委員会の事務局の

組織に関する規則の一部改正でございます。具体的な改正内容

につきましては７ページからの新旧対照表を御覧ください。 

右側の欄が現行の内容、左側の欄が改正後の内容であり、下

線を引いております箇所が改正箇所でございます。草津市学校

給食センター設置条例施行規則の一部改正でございます。第二

学校給食センターも規則の対象とするため、第２条の文言を改

めますとともに、第２号において教育委員会の決定事項として

「児童の保護者が納入すべき給食費の額」とございますが、給

食費の額については市予算に関することとして市長が決定す

るものでありますことと、今後、給食費の徴収に関する市の規

則を制定し給食費の額を明記する予定でございますことから、

本規則より削除するものでございます。第３条以下につきまし

ては、不要な規定の削除や中学校給食の実施による文言の追加

等を行うものでございます。 

８から９ページを御覧ください。 

草津市教育委員会公印規則の一部改正でございます。別表第

１において第二学校給食センター所長印の名称、寸法、用途等

を規定し、別表第２において公印のひな型を規定するものでご

ざいます。 

１０ページを御覧ください。 

草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部改正

でございます。平成２９年度より教育委員会事務局教育総務課

に中学校給食整備係を設置し、今日まで第二学校給食センター

の整備事業を行って参りましたが、事業完了により役割を終え

ましたので、組織を廃止するものでございます。以上の規則の

施行日につきましては、１１月１日でございます。 

続きまして１２ページを御覧ください。 

議第４９号草津市学校給食センター管理運営規程の一部を

改正する訓令でございます。具体的な改正内容につきましては

１３ページの新旧対照表を御覧ください。第１条以下の第二学

校給食センターを規程の対象とすることや中学校給食の実施
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によるもののほか、現在の制度や基準等に基づく条文の整理を

行うものでございます。施行日につきましては、１１月１日で

ございます。 

以上、誠に簡単ではございますが、議第４７号から議第４９

号までの説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜

りますようお願い申し上げます。 

 

ただいま関連する議案を一括して説明いただきましたが、

何か説明に関しての御意見、御質問ございましたらお願いい

たします。 

それでは質問等もございませんので、本議案につきまして

御異議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないようでございます。 

議第４７号から議第４９号は、原案どおり可決されたもの

と認めます。 

次に、「議第５０号草津市教育委員会の所管に属する職員の

人事異動について」審議いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議第５０号草津市教育委員会の所管に属する職員の人事に

ついて教育総務課の森下が御説明を申し上げます。 

議案書は１７ページから１８ページとなります。１８ペー

ジをお願いいたします。 

この度、令和４年１月から中学校給食を開始するため、第

二学校給食センターを設置し、令和３年１１月１日付で人事

異動を行うものでございます。異動の内容でございますが、

下段の方に表にありますように、教育委員会事務局スポーツ

保健課参事兼学校給食センター所長田中直樹につきまして

は、組織の改編により学校給食センター所長。教育委員会事

務局教育総務課参事馬場英樹につきましては、学校給食セン

ター参事兼第二学校給食センター所長兼教育委員会事務局教

育総務課参事へ、また、教育委員会事務局教育総務課中学校

給食整備係長田中健介につきましては、第二学校給食センタ
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ー専門員兼教育委員会事務局教育総務課専門員へ、教育委員

会事務局教育総務課主査の宇野正章につきましては、第二学

校給食センター主査兼教育委員会事務局教育総務課主査とす

るものでございます。 

以上、簡単ではございますが御説明とさせていただきま

す。何とぞ御審議賜りますようお願いいたします。 

 

ただいま説明ございました件につきまして、御意見、御質

問ございましたらよろしくお願いいたします。 

では、御意見御質問ございませんので、本議案につきまし

て御異議はございませんでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

異議がないものと認めまして、議第５０号は原案どおり可

決されたものと認めます。 

 

―――――日程第５――――― 

 

次に日程第５「報告事項」に入ります。 

事務局より報告をお願いします。 

 

報告事項「寄付の受け入れ報告」について、教育総務課の

森下が御説明申し上げます。 

報告書は２５ページを御覧いただきたいと思います。 

弘済会滋賀支部長中村俊英様から空気清浄機を老上小学校

に御寄付いただきました。また、株式会社京都銀行取締役頭

取土井伸宏様から、各小中学校に対してトイレットペーパー

を御寄付いただきました。 

報告事項は以上でございます。 

 

ただいまの報告について、何か御質問ございましたらお願

いします。 

 

ないようですので、それでは報告事項につきましては以上

で終わらせていただきます。 
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続きまして、先ほど非公開とした議案の審議に移ります。 

 

―――非公開――― 

 

以上をもちまして、本日の議事は終了となります。 

ほかに何かございましたら、この際にお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

ないようでございますので、これをもちまして１０月定例

会を終了いたします。 

次回は１１月１７日水曜日午後３時から定例会を開催する

予定でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

閉会 午後４時００分 

 

  


